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【令和７年度９月補正 県産酒米価格高騰緊急対策事業】

酒米の仕入価格が急激に上昇していることを受け、県では、酒米高騰の
激変緩和措置として、県内の清酒製造業の皆様を対象に、県産酒米の仕入
価格上昇分の一部を支援します。

１ 補助対象者

青森県内に主たる事業所を置く清酒製造業者
（酒税法第７条で定められた酒類の製造免許（清酒）を受けた者）

２ 補助金の額

清酒を製造するために購入する令和７年産酒米（青森県内で生産されたものに限り
ます）の価格が、同一の銘柄・等級の令和６年産酒米の価格より上昇した場合、その
上昇分の２分の１以内。ただし、酒米１俵あたりの補助単価は、次のとおり酒米ごと
に上限を設定しています。

酒造好適米 加工用米 一般米

５，５００円 ６，０００円 ２，０００円

３ 今後のスケジュール

① 補助金の交付を希望する方は、提出書類を、令和７年１１月１２日（水）
までに、関係書類を添えて交付申請してください。

（提出書類）
補助金交付申請書
・県産酒米購入計画（酒造好適米、加工用米、一般米）
・令和６年産及び令和７年産の購入価格がわかる資料
・収支予算

② 交付決定後、補助金の概算払いを希望する場合は、概算払請求書を提出してく
ださい。

④ 交付決定者は、令和８年２月２７日（金）までに、実績報告書を提出する
必要があります。

③ 補助対象は、令和８年２月２７日（金）までに購入した令和７年産の県産
酒米です。
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